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令和８年第１回市議会（定例会）提出議案目録  

 

議案第  １  号  専決処分の承認について（令和７年度大川市一般会計補正予

算）                        （１） 

議案第  ２  号  大川市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について  

                                                       （ 21） 

議案第  ３  号  児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について           （ 25） 

議案第  ４  号  大川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について      （ 29） 

議案第  ５  号  大川市子どものための教育・保育給付に係る保育料等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について      （ 33） 

議案第  ６  号  大川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について                 （ 37） 

議案第  ７  号  大川市都市計画特別工業地区条例の一部を改正する条例の制

定について                                  （ 53） 

議案第  ８  号  令和７年度大川市一般会計補正予算                  （ 57） 

議案第  ９  号  令和８年度大川市一般会計予算  

議案第１０号  令和８年度大川市国民健康保険事業特別会計予算    

議案第１１号  令和８年度大川市後期高齢者医療事業特別会計予算   

議案第１２号  令和８年度大川市介護保険事業特別会計予算      

議案第１３号  令和８年度大川市水道事業会計予算          

議案第１４号  令和８年度大川市下水道事業会計予算         

議案第１５号  損害賠償の額の決定及び和解について         （ 77） 

議案第１６号  久留米市との久留米広域連携中枢都市圏形成に係る連携協約

の変更に関する協議について             （ 79） 

 



議案第１号  

 

   専決処分の承認について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承

認を求める。  

 

令和８年３月２日提出  

 

大川市長  江  藤  義  行    

 

記  

 

令和７年度大川市一般会計補正予算   別  紙  
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専  決  処  分  書  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

市議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとお

り専決処分する。  

 

令和８年１月２３日  

 

大川市長  江  藤  義  行  

 

記  

 

令和７年度大川市一般会計補正予算（第６号）  別  紙  

 

理  由  

令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙にかかる経費並びに物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業にかかる経費を、緊急に予算

補正する必要がある。  
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令
和

７
年

度
大

川
市

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

６
号

）
 

令
和

７
年

度
大

川
市

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

６
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

（
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

）
 

第
１

条
 

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
に

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

2
8
6
,
9
9
6

千
円

を
追

加
し

、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ

2
1
,
7
9
9
,
3
5
2
千

円
と

す
る

。
 

２
 

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、
「

第
１

表
 

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。
 

（
繰

越
明

許
費

）
 

第
２

条
 

地
方

自
治

法
第

２
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
翌

年
度

に
繰

り
越

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

経
費

は
、
「

第
２

表
 

繰
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明
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費
」

に
よ

る
。
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３
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第
１

表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

歳
 
 
入

 
 
歳

 
 
出

 
 
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

（
歳

  
  
  
  
入

）
（
単
位
 
：
 
千
円
）

款
項

14
国

庫
支

出
金

3,
64
5,
2
5
5

2
6
9
,
3
6
2

3
,
9
1
4
,
6
1
7

 2
国
庫
補
助

金
1,
06
5,
8
2
2

2
6
9
,
3
6
2

1
,
3
3
5
,
1
8
4

15
県

支
出

金
1,
72
1,
0
9
6

1
7
,
6
3
4

1
,
7
3
8
,
7
3
0

 3
委
託
金

10
1,
32

9
1
7
,
6
3
4

1
1
8
,
9
6
3

21
,5
12
,3

5
6

2
8
6
,
9
9
6

2
1
,
7
9
9
,
3
5
2

補
正

前
の

額
補

正
額

計

歳
入

合
計
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(歳
  

  
  
  
出

）
（
単
位
 
：
 
千
円
）

款
項

 2
総

務
費

5,
10
0,
5
1
5

1
7
,
6
3
4

5
,
1
1
8
,
1
4
9

 4
選
挙
費

29
,7
3
3

1
7
,
6
3
4

4
7
,
3
6
7

 7
商

工
費

77
5,
03

4
2
6
9
,
3
6
2

1
,
0
4
4
,
3
9
6

 1
商
工
費

77
5,
03

4
2
6
9
,
3
6
2

1
,
0
4
4
,
3
9
6

21
,5
12
,3

5
6

2
8
6
,
9
9
6

2
1
,
7
9
9
,
3
5
2

歳
出

合
計

補
正

前
の

額
補

正
額

計

9



事
業
名

千
円

7
商
工
費

1
商
工
費

生
活
支
援
商
品
券
配
布
事
業

26
9,
36
2

第
２
表
　
繰
越
明
許
費

款
項

金
額
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１
．

総
括

(歳
　

入
)

（
単
位
 
：
 
千
円
）

款

14
国

庫
支

出
金

3,
64
5,
25
5

2
6
9
,
3
6
2

3
,
9
1
4
,
6
1
7

15
県

支
出

金
1,
72
1,
09
6

1
7
,
6
3
4

1
,
7
3
8
,
7
3
0

21
,5
12
,3
56

2
8
6
,
9
9
6

2
1
,
7
9
9
,
3
5
2

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

補
正

前
の

額
補

正
額

計

歳
入

合
計
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１
　

特
 別

 職

期
末

手
当

職
 員

 数
報
  

 酬
給
  
 料

（
千

円
）

地
域

手
当

寒
冷

地
手

当
共
 
済
 
費

合
　
 
計

備
　
考

年
間

支
給

率
（
人
）

（
千
円
）

（
千

円
）

（
月

分
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

2,
60
1

3.
50

21
,2
94

3.
50

2,
60
1

3.
50

21
,2
94

3.
50

計
69

82
0

8
2
0

8
2
0

8
2
0

8
2
0

1
8
,
9
8
2

1
9
0
,
1
2
9

比 　 　 　 較

長
　

等

そ
の

他
の

特
別

職
69

82
0

議
　

員

計
1,

08
2

13
4,

87
8

12
,1
31

23
,8
95

24
3

1
7
1
,
1
4
7

1
0
1
,
7
5
9

そ
の

他
の

特
別

職
1,

06
6

71
,3

68
7
1
,
3
6
8

7
1
,
3
6
8

1
8
,
9
8
2

1
9
0
,
9
4
9

補 　 正 　 前

長
　

等
3

12
,1
31

議
　

員
13

63
,5

10
8
4
,
8
0
4

1
6
,
9
5
5

24
3

1
4
,
9
7
5

2
,
0
2
7

1
7
,
0
0
2

計
1,

15
1

13
5,

69
8

12
,1
31

23
,8
95

24
3

1
7
1
,
9
6
7

2
,
0
2
7

1
7
,
0
0
2

1
0
1
,
7
5
9

そ
の

他
の

特
別

職
1,

13
5

72
,1

88
7
2
,
1
8
8

7
2
,
1
8
8

補
　

　
正

　
　

予
　

　
算

　
　

給
　

　
与

　
　

費
　

　
明

　
　

細
　

　
書

区
　
　

分

給
　

　
　

　
　

　
与

　
　

　
　

　
　

費

そ
の

他
の

手
　

　
当

計

補 　 正 　 後

長
　

等
3

12
,1
31

議
　

員
13

63
,5

10
8
4
,
8
0
4

1
6
,
9
5
5

24
3

1
4
,
9
7
5
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２
　

一
 般

 職

　
（

１
）

総
  

 括

職
 員

 数
報
　
　
酬

給
　

　
料

職
員

手
当

小
　

　
計

共
 
済
 
費

合
　
 
計

（
人
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

(2
51

)

22
5

(2
48

)

22
5

(3
)

※
（

　
）

書
の
人
数
は
、
短
時
間
勤
務
職
員

（
外

書
き

）

管
理
職
手
当

扶
養
手
当

期
末

手
当

勤
勉

手
当

時
間

外
勤

務
休
日
勤
務
手
当

夜
間
勤
務
手
当

地
域
手
当

宿
日
直
手
当

手
　

　
　

当
（
千
円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

補
 正

 後
13

,4
22

29
,5
60

26
6,
80
7

20
3,
90
9

70
,7
26

4
,
8
9
7

2
0
,
1
8
4

補
 正

 前
13

,4
22

29
,5
60

26
6,
80
7

20
3,
90
9

67
,7
26

3
,
4
5
7

2
0
,
1
8
4

比
　

  
較

3,
00
0

1
,
4
4
0

住
居
手
当

特
殊
勤
務
手

当
通

勤
手

当
退

職
手

当
児
童
手
当

単
身
赴
任
手
当

備
　
　
考

（
千
円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

補
 正

 後
17

,4
95

79
2

13
,6
49

59
2

2
3
,
2
2
0

1
5
6

補
 正

 前
17

,4
95

79
2

13
,6
49

59
2

2
3
,
2
2
0

1
5
6

比
　

  
較

職  員  手  当  の  内  訳

区
　

　
分

区
　

　
分

管
 理

 職
 員

特
別

勤
務

手
当

義
務
教
育
等

教
員
特
別
手
当

2
,
4
0
4
,
8
3
3

比
　

　
　

較
48
3

4,
44
0

4,
92
3

4
,
9
2
3

補
　

正
　

前
38

8,
92
5

95
3,
93
3

66
0,
96
9

2,
00
3,
82
7

4
0
1
,
0
0
6

区
　

　
分

給
　

　
　

　
与

　
　

　
　

費

備
　
　
 
 
考

補
　

正
　

後
38

9,
40
8

95
3,
93
3

66
5,
40
9

2,
00
8,
75
0

4
0
1
,
0
0
6

2
,
4
0
9
,
7
5
6
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ア
　

会
計

年
度

任
用
職
員
以
外
の
職
員

職
 員

 数
報
　
　
酬

給
　

　
料

職
員

手
当

小
　

　
計

共
 
済
 
費

合
　
 
計

（
人
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

(1
7)

22
4

(1
7)

22
4

※
こ

の
表

は
、
給
料
を
も
っ
て
支
弁
さ
れ
る

会
計

年
度

任
用

職
員

以
外

の
一

般
職

の
職

員
（

事
業

費
支

弁
に
係
る
職
員
を
含
む
。
）
で
予
算
の
積
算
の
基
礎
と
な
っ
た

　
も

の
に

つ
い
て
記
載

※
（

　
）

書
の
人
数
は
、
短
時
間
勤
務
職
員

（
外

書
き

）

管
理
職
手
当

扶
養
手
当

期
末

手
当

勤
勉

手
当

時
間

外
勤

務
休
日
勤
務
手
当

夜
間
勤
務
手
当

地
域
手
当

宿
日
直
手
当

手
　

　
　

当

（
千
円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

補
 正

 後
13

,4
22

29
,5
60

21
9,
72
8

18
0,
87
0

70
,6
57

4
,
8
9
7

2
0
,
1
2
4

補
 正

 前
13

,4
22

29
,5
60

21
9,
72
8

18
0,
87
0

67
,6
57

3
,
4
5
7

2
0
,
1
2
4

比
　

  
較

3,
00
0

1
,
4
4
0

住
居
手
当

特
殊
勤
務
手

当
通

勤
手

当
退

職
手

当
児
童
手
当

単
身
赴
任
手
当

備
　
　
考

（
千
円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

補
 正

 後
17

,4
95

79
2

13
,6
08

59
2

2
3
,
2
2
0

1
5
6

補
 正

 前
17

,4
95

79
2

13
,6
08

59
2

2
3
,
2
2
0

1
5
6

比
　

  
較

義
務
教
育
等

教
員
特
別
手
当

比
　

　
　

較
4,
44
0

4,
44
0

4
,
4
4
0

職  員  手  当  の  内  訳

区
　

　
分

区
　

　
分

管
 理

 職
 員

特
別

勤
務

手
当

1
,
8
7
8
,
6
2
5

補
　

正
　

前
95
0,
86
5

59
0,
68
1

1,
54
1,
54
6

3
3
2
,
6
3
9

1
,
8
7
4
,
1
8
5

補
　

正
　

後
95
0,
86
5

59
5,
12
1

1,
54
5,
98
6

3
3
2
,
6
3
9

区
　

　
分

給
　

　
　

　
与

　
　

　
　

費

備
　
　
 
 
考
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イ
　

会
計

年
度

任
用
職
員 職

 員
 数

報
　
　
酬

給
　

　
料

職
員

手
当

小
　

　
計

共
 
済
 
費

合
　
 
計

（
人
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

(2
34

)

1

(2
31

)

1 (3
)

※
こ

の
表

は
、
報
酬
又
は
給
料
を
も
っ
て
支

弁
さ
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議案第２号  

 

   大川市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 標記の条例案を別紙のとおり提出する。  

  

令和８年３月２日  

 

大川市長  江  藤  義  行    
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大川市事務分掌条例の一部を改正する条例  

 

大川市事務分掌条例（平成１５年大川市条例第２号）の一部を次のように

改正する。  

第１条中「大川の駅整備振興課」を削る。  

付  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第３号  

 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について  

 

標記の条例案を別紙のとおり提出する。  

 

令和８年３月２日  

 

大川市長  江  藤  義  行    
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児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例  

 

 （大川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）  

第１条  大川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年大川市条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に

改める。  

第２４条第２項中「修了した保育士」の次に「若しくは福岡県の区域に

係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「保育士」とい

う。）」を加える。  

（大川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正）  

第２条  大川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年大川市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。  

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼

保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こ

ども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職

員にあっては学校教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法

第２７条の２第１項各号）」に改める。  

（大川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正）  

第３条  大川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年大川市条例第２７号）の一部を次のように改正する。  

第１１条第３項第１号中「保育士」の次に「又は福岡県の区域に係る法

第１８条の２９に規定する地域限定保育士」を加える。  

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に

改める。  

（大川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正）  

第４条  大川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和７年大川市条例第３３号）の一部を次のように改正する。  
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第２３条第１項中「保育士」の次に「（福岡県の区域に係る法第１８条

の２９に規定する地域限定保育士を含む。以下この条において同じ。）」

を加える。  

付  則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条の規定は、令和８

年４月１日から施行する。  
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議案第４号  

 

大川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について  

 

標記の条例案を別紙のとおり提出する。  

 

令和８年３月２日  

 

大川市長  江  藤  義  行    
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大川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例  

 

大川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年大川市条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

第１８条第２項を次のように改める。  

２  家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲

げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）

第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）

（以下この項において「健康診断等」という。）が行われた場合であっ

て、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は

一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等

は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければな

らない。  

児童相談所等における乳児又は幼

児（以下「乳幼児」という。）の利

用開始前の健康診断  

利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断  

乳幼児に対する健康診査  利用開始時の健康診断、定期の健

康診断又は臨時の健康診断  

付  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第５号  

 

大川市子どものための教育・保育給付に係る保育料等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について  

 

標記の条例案を別紙のとおり提出する。  

 

令和８年３月２日  

 

大川市長  江  藤  義  行    
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大川市子どものための教育・保育給付に係る保育料等に関する条例の

一部を改正する条例  

 

大川市子どものための教育・保育給付に係る保育料等に関する条例（平  

成２７年大川市条例第７号）の一部を次のように改正する。  

第１１条を第１２条とし、第７条から第１０条までを１条ずつ繰り下げ、  

第６条の次に次の１条を加える。  

（乳児等通園支援保育料）  

第７条  市長は、市立保育所において乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支

援事業をいう。）を利用した子どもの乳児等支援給付認定保護者等から

乳児等通園支援保育料を徴収する。  

２  乳児等通園支援保育料の額は，当該乳児等通園支援の実施に要する費用

を勘案して規則において定める額とする。  

付  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第６号  

 

大川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について  

 

標記の条例案を別紙のとおり提出する。  

 

令和８年３月２日  

 

大川市長  江  藤  義  行    
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大川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例  

 

目次  

第１章  総則（第１条・第２条）  

第２章  特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準  

 第１節  利用定員に関する基準（第３条）  

 第２節  運営に関する基準（第４条－第３２条）  

第３章  雑則（第３３条・第３４条）  

付則  

  第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の

規定に基づき、特定乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援（法第３

０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。）

を行う事業をいう。以下同じ。）の運営に関する基準を定めるものとす

る。  

（一般原則）  

第２条  特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児

等通園支援事業者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、

子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及

び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが

健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さ

なければならない。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利

用する支給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給

対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重し

て、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通

園支援を提供するように努めなければならない。  

３  特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した

運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第２７条第

１項に規定する特定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特

定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業

者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健
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医療サービス又は福祉サービ スを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。  

４  特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利

用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、

責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園

支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等

通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置を講

ずるよう努めなければならない。  

第２章  特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準  

   第１節  利用定員に関する基準  

（利用定員に関する基準）  

第３条  特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５

４条の２第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）

を定めるものとする。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０

条の１６に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が

当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用

する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他

の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。  

   第２節  運営に関する基準  

（面談）  

第４条  特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認

定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするとき

に、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当

該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者

との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しなが

らする通話を含む。）を行わなければならない。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あら

かじめ、第１９条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１

２条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用

に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項

を記載した文書を交付しなければならない。  

３  特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事
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項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護

者の同意を得なければならない。  

（正当な理由のない提供拒否の禁止）  

第５条  特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第

３０条の１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下

同じ。）から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これ

を拒んではならない。  

（あっせん及び要請に対する協力）  

第６条  特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援の利用に

ついて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定によ

り市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければな

らない。  

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認）  

第７条  特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認

定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等

支援給付認定保護者から法第 ３０条の１５第３項に規定する乳児等支

援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則（平

成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げる事項を確認す

るものとする。  

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助）  

第８条  特定乳児等通園支援事業者は、法第３０ 条の１５第１項の認定

（以下この条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない

保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて

速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。  

（心身の状況等の把握）  

第９条  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当た

っては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該

乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者

が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等（法第

５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の把握に

努めなければならない。  

（特定教育・保育施設等との連携）  
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第１０条  特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において

継続的に提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法

第２９条第１項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよ

う、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育

施設等との密接な連携に努めなければならない。  

（特定乳児等通園支援の提供の記録）  

第１１条  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した

際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければな

らない。  

（支払）  

第１２条  特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２

０第５項（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の

規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一

部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が

受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支

援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園

支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する額をいう。次項に

おいて同じ。）の支払を受けるものとする。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳

児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及

び向上を図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児

等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園

支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払

を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。  

３  特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定

乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げ

る費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができ

る。  

（１）  日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購

入に要する費用  

（２）  特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用  

（３）  食事の提供に要する費用  

（４）  特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する

費用  
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（５）  前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供

される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において

通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護

者に負担させることが適当と認められるもの  

４  特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合

は、当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費

用に係る領収証を交付しなければならない。  

５  特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求め

る際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定

保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにする

とともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による

同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による金銭の支払に

係る同意については、文書によることを要しない。  

（乳児等支援給付費の額に係る通知等）  

第１３条  特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等

通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給

付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援

給付費の額を通知しなければならない。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通

園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等

通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記

載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に

対して交付しなければならない。  

（特定乳児等通園支援の取扱方針）  

第１４条  特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保

育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳

児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の

３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、

支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、

特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。  

（特定乳児等通園支援に関する評価等）  

第１５条  特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通

園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  
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２  特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、

その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。  

（相談及び援助）  

第１６条  特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども

及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの

養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその

保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を

行わなければならない。  

（緊急時等の対応）  

第１７条  特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援

の提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子ど

もの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。  

（乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知）  

第１８条  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けてい

る乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽り

その他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けよ

うとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればならない。  

（運営規程）  

第１９条  特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（第２２条において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。  

（１）  特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針  

（２）  その提供する特定乳児等通園支援の内容  

（３）  職員の職種、員数及び職務の内容  

（４）  特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わ

ない日  

（５）  第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受

ける費用の種類、支払を求める理由及びその額  

（６）  第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員  

（７）  特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項そ

の他の利用に当たっての留意事項  
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（８）  緊急時等における対応方法  

（９）  非常災害対策  

（１０）  虐待の防止のための措置に関する事項  

（１１）  その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項  

（勤務体制の確保等）  

第２０条  特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対

し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児

等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当

該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提

供しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響

を及ぼさない業務については、この限りでない。  

３  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資

質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。  

（利用定員の遵守）  

第２１条  特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定め

る１時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行っ

てはならない。  

（掲示等）  

第２２条  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見

やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定に

より乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利

用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認

められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの

求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当す

るものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。  

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則）  

第２３条  特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子

どもの国籍、信条、社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況に

よって、差別的取扱いをしてはならない。  

（虐待等の禁止）  

第２４条  特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子ど
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もに対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当

該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。  

（秘密保持等）  

第２５条  特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由が

なく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であ

った者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定

子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ

なければならない。  

３  特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児

等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関

に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、

あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支

援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。  

（情報の提供等）  

第２６条  特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支

援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給

付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者

を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内

容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者につい

て広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとし

てはならない。  

（利益供与等の禁止）  

第２７条  特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第

１号に規定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を

行う者（次項において「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施

設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者をいう。次項において

同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う事業者

をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学

前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介

することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならな
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い。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、

地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支

給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を収受してはならない。  

（苦情解決）  

第２８条  特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支

援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者

その他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族（以下この条において

「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な

措置を講じなければならない。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当

該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。  

３  特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関

する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。  

４  特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関

し、法第３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により

市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示

の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援

事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等

支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力す

るとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。  

５  特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。  

（地域との連携等）  

第２９条  特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住

民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流

に努めなければならない。  

（事故発生の防止及び発生時の対応）  

第３０条  特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。  
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（１）  事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記  

載された事故発生の防止のための指針を整備すること。  

（２）  事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた

場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知

徹底する体制を整備すること。  

（３）  事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的

に行うこと。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する

特定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市

町村及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。  

３  特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して

採った処置について記録しなければならない。  

４  特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する

特定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。  

（会計の区分）  

第３１条  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会

計をその他の事業の会計と区分しなければならない。  

（記録の整備等）  

第３２条  特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の

職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２  特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する

特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その

完結の日から５年間保存しなければならない。  

（１）  第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当

たっての計画  

（２）  第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録  

（３）  第１８条の規定による市町村への通知に係る記録  

（４）  第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録  

（５）  第３０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録  

第３章  雑則  

 （電磁的記録）  
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第３３条  特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。）により行うことが規定されているものについ

ては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。  

２  特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又

は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合

には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところによ

り、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織

（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給

付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付

し、又は提出したものとみなす。  

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの  

ア  特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支

援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信

回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法  

イ  特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等

支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使

用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者

のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供

を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特

定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルにその旨を記録する方法）  

49



 

（２） 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって  

調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法  

３  前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの

記録を出力することにより文書を作成することができるものでなけれ

ばならない。  

４  特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給

付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容

を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。  

（１） 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が

使用するもの  

（２）  ファイルへの記録の方式  

５  前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児

等支援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法によ

る提供を受けない旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保

護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってし

てはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。  

６  第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同

意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交

付又は提出」及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記

載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあ

るのは「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とあるのは

「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等によ

る同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提

供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行

わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」

とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項中「第２項」

とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項を提供しよ

う」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは

「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第

６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第

６項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を

行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条
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例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。  

（委任）  

第３４条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

   付  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第７号  

  

大川市都市計画特別工業地区条例の一部を改正する条例の制定につい  

て  

  

標記の条例案を別紙のとおり提出する。  

  

令和８年３月２日  

  

大川市長  江  藤  義  行    
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大川市都市計画特別工業地区条例の一部を改正する条例  

  

大川市都市計画特別工業地区条例（昭和４８年大川市条例第３６号）の一

部を次のように改正する。  

別表の１の項及び２の項中「３・３・２３－１０号  堤上野線及び３・

１・２３－１１号  三丸堤線」を「３・３・２３－５号  堤上野線及び３・

１・２３－６号  三丸堤線」に、同表の５の項中「法別表第２（り）項第４

号」を「法別表第２（ぬ）項第４号」に改める。  

付  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第
１

表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

歳
 
 
入

 
 
歳

 
 
出

 
 
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

（
歳

  
  
  
  
入

）
（
単
位
 
：
 
千
円
）

款
項

10
地

方
交

付
税

4,
45
0,
00
0

5
4
,
0
7
1

4
,
5
0
4
,
0
7
1

 1
地
方
交
付

税
4,
45
0,
00
0

5
4
,
0
7
1

4
,
5
0
4
,
0
7
1

13
使

用
料

及
び

手
数
料

36
7,
66

2
5
6
0

3
6
8
,
2
2
2

 1
使
用
料

24
5,
30

6
5
6
0

2
4
5
,
8
6
6

14
国

庫
支

出
金

3,
91
4,
61
7

1
,
8
4
8

3
,
9
1
6
,
4
6
5

 2
国
庫
補
助

金
1,
33
5,
18
4

1
,
8
4
8

1
,
3
3
7
,
0
3
2

19
繰

越
金

18
6,
70

4
2
8
,
9
0
8

2
1
5
,
6
1
2

 1
繰
越
金

18
6,
70

4
2
8
,
9
0
8

2
1
5
,
6
1
2

21
,7
99
,3
52

8
5
,
3
8
7

2
1
,
8
8
4
,
7
3
9

補
正

前
の

額
補

正
額

計

歳
入

合
計
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(歳
  

  
  
  
出

）
（
単
位
 
：
 
千
円
）

款
項

 2
総

務
費

5,
11
8,
14
9

8
0
,
8
2
7

5
,
1
9
8
,
9
7
6

 1
総
務
管
理

費
4,
54
3,
29
7

7
8
,
9
7
9

4
,
6
2
2
,
2
7
6

 3
戸
籍
住
民

基
本

台
帳

費
12
5,
97

8
1
,
8
4
8

1
2
7
,
8
2
6

 4
衛

生
費

1,
51
2,
57
3

5
6
0

1
,
5
1
3
,
1
3
3

 1
保
健
衛
生

費
45
4,
47

1
5
6
0

4
5
5
,
0
3
1

10
教

育
費

1,
71
3,
49
4

4
,
0
0
0

1
,
7
1
7
,
4
9
4

 7
保
健
体
育

費
31
1,
80

0
4
,
0
0
0

3
1
5
,
8
0
0

21
,7
99
,3
52

8
5
,
3
8
7

2
1
,
8
8
4
,
7
3
9

補
正

前
の

額
補

正
額

計

歳
出

合
計
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１
　
追
加

事
業
名

千
円

2
総
務
費

1
総
務
管
理
費

庁
舎
照
明
器
具
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
費

94
2

2
総
務
費

3
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費

戸
籍
等
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業

1,
84
8

3
民
生
費

2
児
童
福
祉
費

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
給
付
金
事
業

80
0

3
民
生
費

2
児
童
福
祉
費

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
支
給
事
業

4,
10
2

4
衛
生
費

1
保
健
衛
生
費

斎
場
施
設
工
事
費

4,
36
4

9
消
防
費

1
消
防
費

消
防
車
両
等
購
入
費

24
,0
61

第
２
表
　
繰
越
明
許
費
補
正

款
項

金
額
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１
．

総
括

(歳
　

入
)

（
単
位
 
：
 
千
円
）

款

10
地

方
交

付
税

4,
45
0,
00
0

5
4
,
0
7
1

4
,
5
0
4
,
0
7
1

13
使

用
料

及
び

手
数
料

36
7,
66
2

5
6
0

3
6
8
,
2
2
2

14
国

庫
支

出
金

3,
91
4,
61
7

1
,
8
4
8

3
,
9
1
6
,
4
6
5

19
繰

越
金

18
6,
70
4

2
8
,
9
0
8

2
1
5
,
6
1
2

21
,7
99
,3
52

8
5
,
3
8
7

2
1
,
8
8
4
,
7
3
9

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明
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書
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正

前
の

額
補

正
額

計

歳
入

合
計
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１
　

一
 般

 職
　

（
１

）
総

  
 括

職
 員

 数
報

　
　
酬

給
　
　
料

職
員
手
当

小
　
　
計

共
 
済
 
費

合
　
 
計

（
人

）
（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

(2
51
)

22
5

(2
51
)

22
5

※
（

　
）

書
の

人
数

は
、

短
時

間
勤

務
職

員
（
外
書
き
）

退
職

手
当

（
千
円
）

補
 正

 後
48
,1
41

補
 正

 前
59
2

比
　

　
較

47
,5
49

補
　
　
正
　
　
予
　
　
算
　
　
給
　
　
与
　
　
費
　
　

明
　
　
細
　
　
書

区
　

　
分

給
　
　
　
　
与
　
　
　
　
費

備
　
　
 
 
考

補
　

正
　

後
38

9,
40
8

95
3,
93
3

71
2,
95
8

2,
05
6,
29
9

4
0
1
,
0
0
6

2
,
4
5
7
,
3
0
5

補
　

正
　

前
38

9,
40
8

95
3,
93
3

66
5,
40
9

2,
00
8,
75
0

4
0
1
,
0
0
6

2
,
4
0
9
,
7
5
6

比
　

　
　

較
47
,5
49

47
,5
49

4
7
,
5
4
9

職
員

手
当

の
内

　
　

　
訳

区
　

　
分
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ア
　

会
計

年
度

任
用

職
員

以
外

の
職

員

職
 員

 数
報

　
　
酬

給
　
　
料

職
員
手
当

小
　
　
計

共
 
済
 
費

合
　
 
計

（
人

）
（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

(1
7)

22
4

(1
7)

22
4

※
こ

の
表

は
、

給
料

を
も

っ
て

支
弁

さ
れ

る
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
一
般
職
の
職
員
（
事
業
費
支
弁
に
係
る
職
員
を
含
む
。
）
で
予
算
の
積
算
の
基
礎
と
な
っ
た

　
も

の
に

つ
い

て
記

載
※

（
　

）
書

の
人

数
は

、
短

時
間

勤
務

職
員
（
外
書
き
）

退
職

手
当

（
千
円
）

補
 正

 後
48
,1
41

補
 正

 前
59
2

比
　

　
較

47
,5
49

備
　
　
 
 
考

区
　

　
分

給
　
　
　
　
与
　
　
　
　
費

1
,
9
2
6
,
1
7
4

補
　

正
　

前
95
0,
86
5

59
5,
12
1

1,
54
5,
98
6

3
3
2
,
6
3
9

1
,
8
7
8
,
6
2
5

補
　

正
　

後
95
0,
86
5

64
2,
67
0

1,
59
3,
53
5

3
3
2
,
6
3
9

4
7
,
5
4
9

職
員

手
当

の
内

　
　

　
訳

区
　

　
分

比
　

　
　

較
47
,5
49

47
,5
49
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（
２

）
給

料
及

び
職

員
手

当
の

増
減

額
の

明
細

増
 減

 額
（

千
円

）

47
,5
49

47
,5
49

4
7
,
5
4
9

職
員

手
当

そ
の
他
の
増
減
分

　
退
職
手
当

の
増
分

区
　

　
分

備
　
　
 
考

増
 減

 事
 由

 別
 内

 訳
説

　
　
　
　
明

（
千
円
）

（
千
円
）

75



76



議案第１５号  

 

損害賠償の額の決定及び和解について  

 

市道の管理瑕疵
か し

に起因して発生した事故について、次のとおり損害賠

償の額を定め和解するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により市議会の議決を求め

る。  

 

令和８年３月２日提出  

 

大川市長  江  藤  義  行    

 

記  

 

１  損害賠償及び    福岡県久留米市西町７２３番地７  

和解の相手方    東部生コン株式会社  代表取締役  中村  哲也  

 

２  損害賠償の額    ２，７８５，００２円  

 

３  和解の概要  

 市は相手方に対し、本件に関する一切の損害賠償金として、金

２，７８５，００２円を支払う。なお、本件損害賠償のほか、市及

び相手方の間には、一切の債権債務関係がないことを確認する。  

 

４  事案の概要  

   令和７年１０月１５日、大川市大字酒見１０８３番地１付近の市

道において、相手方の所有する特種用途自動車が走行中、右後輪が

突然陥没した穴に落ち込み、当該車両が破損して損害が生じたもの

である。  
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議案第１６号  

 

久 留 米 市 と の 久 留 米 広 域 連 携 中 枢 都 市 圏 形 成 に 係 る 連 携 協 約 の    

変更に関する協議について  

 

久留米広域連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を別紙のとおり変更

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２

第４項の規定により久留米市と協議する。  

 

  令和８年３月２日  

 

    大川市長  江  藤  義  行    

 

提案理由  

 久留米市との久留米広域連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変更

するため、地方自治法第２５２条の２第４項の規定により久留米市と協議す

ることについて、同項の規定により市議会の議決を求めるものである。  
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久留米広域連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変更  

する協約  

 

 久留米市（以下「甲」という。）と大川市（以下「乙」という。）は、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第４項の規定により、

平成２８年２月２３日付けで締結した久留米広域連携中枢都市圏形成に係る

連携協約の一部を変更する協約を次のとおり締結する。  

 

別表（２）高次の都市機能の集積・強化に関する取組の表を次のように改

める。  

取組の内容  甲の役割  乙の役割  

文 化 施 設 ・ 交 通 結 節 機 能

な ど 、 圏 域 の 中 心 拠 点 機

能 の 集 積 ・ 強 化 を 図 り 、

圏 域 の 高 次 都 市 機 能 を 活

か し た に ぎ わ い づ く り を

推進する。  

中心拠点機能の集積

・強化や、圏域の高

次都市機能を活かし

たにぎわいづくりに

取り組む。  

久留米市と連携・協

力して、圏域の高次

都市機能を活かした

にぎわいづくりに取

り組む。  

診 療 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク の

充 実 や 圏 域 で の 救 急 医 療

体 制 の 整 備 な ど 、 地 域 医

療 の 連 携 及 び 救 急 医 療 の

更なる充実を図る。  

関係機関と調整を図

り、診療情報ネット

ワークの充実や圏域

での救急医療体制の

整備に取り組む。  

久留米市と連携・協

力して、診療情報ネ

ットワークの充実や

圏域での救急医療体

制の整備に取り組む。 

大 学 等 と 連 携 し 、 そ の 機

能 を 活 用 し て 、 圏 域 の 行

政 課 題 ・ 地 域 課 題 の 解 決

に繋げる。  

大学等との調整を図

り、圏域の行政課題

・地域課題の解決に

向け、大学等と連携

した施策の検討・研

究・実施に取り組む。 

久留米市と連携・協

力して、圏域の行政

課題・地域課題の解

決に向け、大学等と

連携した施策の検討

・研究・実施に取り  

組む。  

 

この協約の締結を証するため、本協約書２通を作成し、甲と乙が記名押印

の上、各自１通を保有する。  
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             甲  福岡県久留米市城南町１５番地３  

               久留米市  

               久留米市長  原  口  新  五  

 

             乙  福岡県大川市大字酒見２５６番地１  

               大川市  

               大川市長  江  藤  義  行  
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